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第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 別 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 忠 岡 水 道 事 業 （ 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ２

号 ）第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 イ に 定 め る 忠 岡 水 道 事 業 を い う 。以 下 同 じ 。）

に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 29年 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 条 例 第 ２ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 の 用 語 の 意 義 は 、 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 届 出 義 務 者 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 各 号 及 び 第 ２ 項 各 号 に 該 当 す る と き の 届 出 義

務 者 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 給 水 を 受 け る こ と を 中 止 す る と き  使 用 者  

(2) 給 水 装 置 を 廃 止 す る と き  所 有 者  

(3) 給 水 装 置 の 用 途 を 変 更 す る と き  使 用 者  

(4) 消 防 の 演 習 の た め 私 設 消 火 栓 を 使 用 す る と き  使 用 者  

(5) 使 用 者 に 変 更 が あ っ た と き  使 用 者  

(6) 所 有 者 に 変 更 が あ っ た と き  所 有 者  

(7) 代 理 人 に 変 更 が あ っ た と き  所 有 者 又 は 代 理 人  

(8) 管 理 人 に 変 更 が あ っ た と き  使 用 者 、 所 有 者 又 は 管 理 人  

(9) 共 用 給 水 装 置 の 使 用 の 戸 数 又 は 箇 所 数 に 変 更 が あ っ た と き  使 用

者  

(10) 貯 水 槽 を設 けて２以 上 の独 立 した住 宅 等 の施 設 に給 水 する場 合 に



おいて、給 水 装 置 を使 用 する戸 数 又 は箇 所 数 に変 更 があったとき 使

用 者  

(11) 消 防 のため私 設 消 火 栓 その他 の給 水 装 置 を使 用 したとき 使 用 者  

第 ２ 章  給 水 装 置 工 事  

（ 給 水 装 置 工 事 の 申 込 み ）  

第 ４ 条  条 例 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 込 み を し よ う と す る 者 （ 以 下

「 工 事 申 込 者 」 と い う 。 ） は 、 給 水 装 置 工 事 申 込 書 兼 工 事 許 可 申 請 書

（ 以 下 「 申 込 書 」 と い う 。 ） に 工 事 設 計 図 書 を 添 え て 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  条 例 第 10条 第 １ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 定 め る 工 事 は 、 修 繕 の 工 事 と

す る 。  

３  条 例 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 第 １ 項 の 申 込 み の 際 、 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

(1) 他 人 の 給 水 装 置 か ら 分 岐 し て 給 水 装 置 を 設 置 す る と き  所 有 者 の

承 諾 書  

(2) 他 人 の 所 有 地 を 通 過 し て 給 水 装 置 を 設 置 す る と き  土 地 所 有 者 の

承 諾 書  

(3) そ の 他 特 別 の 理 由 が あ る と き  利 害 関 係 人 の 承 諾 書 又 は 工 事 申 込

者 の 誓 約 書  

４  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 建 築 確

認 の通 知 書 の写 し又 は建 築 確 認 済 証 明 書 の提 出 を求 めることができる。 

５  工 事 申 込 者 は 、 給 水 装 置 工 事 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 あ ら か じ め 企 業 長 の 事 前 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(1) 受 水 槽 を 設 置 し て 給 水 す る 工 事  

(2) 口 径 40ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 給 水 管 の 布 設 を 伴 う 工 事  

(3) メ ー タ ー が 口 径 40ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 工 事  

(4) そ の 他 企 業 長 が 事 前 審 査 を 必 要 と 認 め る 工 事  

６  条 例 第 10条 第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 者 は 、 給 水 装 置 工 事 の 完 了 時 に 所

定 の 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 給 水 装 置 工 事 の 施 行 ）  

第 ５ 条  条 例 第 11条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 企 業 長 が 給 水 装 置 工 事 を 施 行 す

る 場 合 に お い て は 、 当 該 給 水 装 置 工 事 に 関 す る 利 害 関 係 人 の 承 諾 書 等

の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 設 計 審 査 及 び 工 事 検 査 ）  

第 ６ 条  条 例 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 企 業 長 は 、 次 に 掲 げ る 設 計 審

査 及 び 工 事 検 査 を 行 う 。 た だ し 、 事 前 に 企 業 長 の 承 認 を 得 た 給 水 装 置

工 事 に つ い て は 、 当 該 給 水 装 置 工 事 の 一 部 を 先 行 し て 施 行 す る こ と が

で き る 。  



(1) 給 水 装 置 工 事 の 適 正 な 施 行 を 確 保 す る た め に 、 指 定 給 水 装 置 工 事

事 業 者 か ら 申 込 書 を 提 出 さ せ 、 設 置 し よ う と す る 給 水 装 置 の 構 造 、

材 質 、 施 工 方 法 等 が 基 準 に 適 合 し て い る か の 確 認 の 審 査  

(2) 給 水 装 置 工 事 の 完 了 後 に 前 号 の 審 査 の 内 容 と 照 合 す る た め の 現 地

検 査  

２  条 例 第 11条 第 ２ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 定 め る 工 事 は 、 修 繕 の 工 事 と

す る 。  

（ 工 事 の 変 更 及 び 取 消 し ）  

第 ７ 条  工 事 申 込 者 が 工 事 の 変 更 又 は 取 消 し を し よ う と す る と き は 、 直

ち に 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 給 水 装 置 の 構 造 ）  

第 ８ 条  給 水 装 置 は 、 給 水 管 並 び に 直 結 す る 分 水 栓 、 止 水 栓 及 び 給 水 用

器 具 を も っ て 構 成 す る も の と す る 。  

２  給 水 装 置 に は 、 メ ー タ ー ま す そ の 他 附 属 用 具 を 備 え な け れ ば な ら な

い 。  

（ 給 水 管 及 び 給 水 用 具 の 指 定 ）  

第 ９ 条  条 例 第 13条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 給 水 管 及 び 給 水 用 具 の 構 造 及 び

材 質 の 指 定 は 、 次 の 基 準 に よ り 行 う も の と す る 。  

(1) 配 水 管 へ の 取 水 口 位 置 は 、 他 の 給 水 装 置 の 取 水 口 か ら 30セ ン チ メ

ー ト ル 以 上 離 れ て い る こ と 。  

(2) 配 水 管 へ の 取 水 口 に お け る 給 水 管 の 口 径 は 、 給 水 装 置 に よ る 水 の

使 用 量 に 比 し 、 著 し く 過 大 で な い こ と 。  

(3) 配 水 管 の 水 圧 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る ポ ン プ に 直 接 連 結 さ れ

て い な い こ と 。  

(4) 水 圧 、 土 圧 そ の 他 の 荷 重 に 対 し て 充 分 な 耐 力 を 有 し 、 か つ 、 水 が

汚 染 さ れ 、 又 は 濡 れ る お そ れ が な い も の で あ る こ と 。  

(5) 凍 結 、 破 損 、 侵 食 等 を 防 止 す る た め の 適 当 な 措 置 が 講 じ ら れ て い

る こ と 。  

(6) 給 水 装 置 以 外 の 水 管 そ の 他 の 設 備 に 直 接 連 結 さ れ て い な い こ と 。  

(7) 水 槽 、 プ ー ル 、 流 し 、 そ の 他 水 を 入 れ 、 又 は 受 け る 器 具 、 施 設 等

に 給 水 す る 給 水 装 置 に あ っ て は 、 水 の 逆 流 を 防 止 す る た め の 適 当 な

措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

２  企 業 長 が 指 定 す る 材 料 は 、 次 の 各 号 い ず れ か に 該 当 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。  

(1) 工 業 標 準 化 法（ 昭 和 24年 法 律 第 185号 ）第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

指 定 さ れ た 品 目 で 、 か つ 、 同 法 第 17条 第 １ 項 に 規 定 す る 日 本 工 業 規

格 に 該 当 す る も の  

(2) 製 品 が 政 令 第 ５ 条 に 適 合 す る こ と を 認 証 す る 機 関 が 、 そ の 品 質 を

認 証 し た も の  



(3) 製 造 又 は 販 売 業 者 が 自 ら の 責 任 に お い て 、 当 該 製 品 の 政 令 第 ５ 条

に 定 め る 構 造 ・ 材 質 基 準 へ の 適 合 性 を 証 明 し た も の  

３  企 業 長 は 、 指 定 し た 材 料 に つ い て 、 地 質 そ の 他 の 理 由 に よ り そ の 使

用 が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 当 該 材 料 の 使 用 を 制 限 す る こ と が あ

る 。  

４  給 水 管 の 口 径 に 比 し 、 著 し く 多 量 の 水 を 一 時 に 使 用 す る 箇 所 、 高 層

建 築 物 、工 場 、事 業 所 等 の 構 造 物 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め た 箇 所 に は 、

受 水 槽 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 給 水 管 の 口 径 ）  

第 10条  給 水 管 の 口 径 は 、 そ の 使 途 別 所 要 水 量 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て

企 業 長 が 定 め る 。  

（ 給 水 管 埋 設 の 深 さ ）  

第 11条  給 水 管 は 、公 道 内 の 車 道 及 び 歩 道 部 分 に お い て は 120セ ン チ メ ー

ト ル 以 上 、 私 道 内 に お い て は 60セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 宅 地 内 に お い て

は 40セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 深 さ に 埋 設 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

技 術 上 そ の 他 や む を 得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 給 水 管 材 料 の 特 例 ）  

第 12条  配 水 管 又 は 道 路 に 布 設 さ れ た 他 の 給 水 装 置 の 分 岐 部 分 か ら 当 該

分 岐 部 分 に 最 も 近 い 止 水 栓 （ 当 該 止 水 栓 が 道 路 に あ る と き は 、 道 路 以

外 の 部 分 に あ る 止 水 栓 で 分 岐 部 分 に 最 も 近 い も の ） ま で の 部 分 の 給 水

管 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 各 号 に 定 め る 材

料 を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 口 径 が 50ミ リ メ ー ト ル 以 下 の 給 水 管  耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管  

(2) 口 径 が 75ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 給 水 管  ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 技 術 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 企 業 長 が

や む を 得 な い と 認 め た 場 合 は 、 同 項 各 号 に 定 め る 材 料 以 外 の 材 料 を 使

用 す る こ と が で き る 。  

第 ３ 章  給 水  

（ 給 水 契 約 の 申 込 み ）  

第 13条  条 例 第 19条 に 規 定 す る 給 水 の 申 込 み は 、 所 定 の 事 項 を 記 載 し た

申 込 書 の 提 出 を も っ て 行 う も の と す る 。  

（ メ ー タ ー の 設 置 数 ）  

第 14条  メー ター を設 置 する基 準 は、原 則 として１建 築 物 に１個 とする。

た だ し 、 複 数 の メ ー タ ー を 設 置 し な け れ ば な ら な い 場 合 は 、 そ の 都 度

企 業 長 の 許 可 を 受 け る も の と す る 。  

２  受 水 槽 を 設 け る 場 合 は 、 受 水 槽 ご と に １ 個 と す る 。  

（ メ ー タ ー の 設 置 位 置 ）  

第 15条  メ ー タ ー は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ り 設 置 す る 。  

(1) 原 則 と し て 建 築 物 の 外 で あ っ て 当 該 建 築 物 の 敷 地 内  

(2) 原 則 と し て 給 水 装 置 の 配 水 管 又 は 他 の 給 水 管 か ら の 分 岐 部 分 に 最



も 近 い 位 置  

(3) メ ー タ ー の 検 針 及 び 取 替 作 業 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 場 所  

(4) 衛 生 的 で 損 傷 の お そ れ が な い 場 所  

(5) 水 平 に 設 け る こ と が で き る 場 所  

（ 給 水 装 置 の 修 繕 の 費 用 負 担 ）  

第 16条  条 例 第 23条 第 ５ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 原 則 と し て 、 配 水 管 の 分 岐 点 か ら メ ー タ ー ま で の 漏 水 に 係 る

修 繕 と す る 。 た だ し 、 宅 地 内 漏 水 に あ っ て は 、 公 道 部 分 ま で と す る 。  

（ 給 水 装 置 及 び 水 質 の 検 査 の 請 求 ）  

第 17条  条 例 第 24条 第 １ 項 に 規 定 す る 検 査 の 請 求 は 、 所 定 の 事 項 を 記 載

し た 請 求 書 の 提 出 を も っ て 行 う も の と す る 。  

第 ４ 章  料 金 、 使 用 料 及 び 加 入 金  

（ 料 金 及 び 使 用 料 ）  

第 18条  条 例 第 26条 第 １ 項 の 料 金 及 び 同 条 第 ２ 項 の 使 用 料 は 、 条 例 別 表

第 １ 第 ５ 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 と 条 例 別 表 第 ２ 第 ３ 項 に

掲 げ る 額 を 合 算 し た 額 と 、そ の 額 に 100分 の ８ を 乗 じ て 得 た 額 と の 合 計

額（ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）

と す る 。  

２  条 例 第 26条 第 ４項 に規 定 する用 途 の適 用 基 準 は、次 のとおりとする。  

用 途  適 用 基 準  

一 般 専 用 ・ 共 用  工 場 用 、 公 衆 浴 場 用 、 官 公 署 用 及 び 臨 時 用 以 外 の

用 に 供 す る も の  

工 場 用  工 場 が 物 品 の 製 造 等 の た め の 用 に 供 す る も の  

公 衆 浴 場 用  公 衆 浴 場 法（ 昭 和 23年 法 律 第 139号 ）に よ る 許 可 を

受 け た 公 衆 浴 場 （ 公 衆 浴 場 入 浴 料 金 の 統 制 額 の 適

用 を 受 け る も の に 限 る 。 ） に 使 用 す る も の  

官 公 署 用  忠 岡 町 の 公 共 施 設 の 用 に 供 す る も の  

臨 時 用  工 事 そ の 他 で 臨 時 の 用 に 供 す る も の  

３  １ 月 の 使 用 水 量 が 基 本 料 金 に 係 る 使 用 水 量 の 限 度 に 達 し な い 場 合 で

あ っ て も 、 所 定 の 基 本 料 金 を 徴 収 す る 。  

（ 使 用 水 量 の 端 数 処 理 ）  

第 19条  条 例 第 28条 （ 第 ４ 項 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ る 使 用 水 量 の 計 量 に

おいて、メー ター の指 示 量 に１立 方 メー トル未 満 の端 数 があるときは、

そ の 端 数 を 次 回 の 計 量 に 繰 り 越 す も の と す る 。  

２  条 例 第 28条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 使 用 水 量 の 計 量 に お い て 、 メ ー タ ー

の 指 示 量 に １ 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り

捨 て る も の と す る 。  

（ 使 用 水 量 の 認 定 ）  

第 20条  条 例 第 29条 の 規 定 に よ る 認 定 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る も の

と す る 。  



(1) メ ー タ ー に 異 状 が あ っ た と き は 、 メ ー タ ー 取 替 後 の 使 用 水 量 を 基

礎 として日 割 計 算 により、異 状 があった期 間 の使 用 水 量 を認 定 する。  

(2) 漏 水 そ の 他 の 理 由 に よ り 使 用 水 量 が 不 明 の と き は 、 認 定 月 の 前 ３

回 の 使 用 水 量 又 は 前 年 同 期 に お け る 使 用 水 量 そ の 他 の 事 実 を 考 慮 し

て 認 定 す る 。た だ し 、こ れ に よ り 難 い と き は 見 積 量 に よ り 認 定 す る 。  

（ 特 別 な 場 合 に お け る 料 金 及 び 使 用 料 の 算 定 ）  

第 21条  条 例 第 30条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で 給 水 を 開

始 し 、 中 止 し 、 若 し く は 停 止 し 、 又 は 給 水 装 置 を 廃 止 し た と き の 料 金

及 び 使 用 料 は 、 次 の と お り 算 定 す る 。  

(1) 使 用 日 数 が 15日 以 内 の と き は 、 基 本 料 金 及 び 使 用 料 の ２ 分 の １ と

し て 算 定 す る 。  

(2) 使 用 日 数 が 15日 を 超 え る と き は 、 基 本 料 金 及 び 使 用 料 の １ 月 分 と

し て 算 定 す る 。  

２  条 例 第 30条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で 用 途 に 変 更 が

あ っ た と き の 料 金 は 、 そ の 使 用 日 数 が 多 い 方 の 用 途 に よ り 算 定 す る 。

た だ し 、 使 用 日 数 が 等 し い と き は 変 更 後 の 用 途 に よ る 。  

３  条 例 第 30条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で メ ー タ ー の 口

径 に 変 更 が あ っ た と き の 料 金 は 、 そ の 使 用 日 数 が 多 い 方 の 口 径 に よ り

算 定 す る 。 た だ し 、 使 用 日 数 が 等 し い と き は 、 変 更 後 の 口 径 に よ る 。  

（ 給 水 の 中 止 又 は 給 水 装 置 の 廃 止 の 届 出 の な い 場 合 の 料 金 ）  

第 22条  条 例 第 33条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は

同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 届 出 が な い と き は 、 水 を 使 用 し な い 場 合 で あ っ

て も 基 本 料 金 及 び 使 用 料 を 徴 収 す る 。  

（ 加 入 金 ）  

第 23条  １ 個 の メ ー タ ー で ２ 以 上 の 給 水 装 置 に 係 る 加 入 金 は 、 各 戸 （ 箇

所 ） の 給 水 管 と 同 一 口 径 の メ ー タ ー が そ れ ぞ れ 各 戸 （ 箇 所 ） に 設 置 さ

れ た も の と み な し 、 各 戸 （ 箇 所 ） ご と に 算 定 し た 額 の 合 計 額 と す る 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 受 水 槽 が あ る 場 合 の 加 入 金 は 、 子 メ ー タ

ー が あ る 場 合 は 子 メ ー タ ー の 口 径 に よ り 、 子 メ ー タ ー が な い 場 合 は 各

戸 （ 箇 所 ） の 引 込 管 の 口 径 を メ ー タ ー の 口 径 と み な し 、 各 戸 （ 箇 所 ）

ご と に 算 定 し た 額 の 合 計 額 と す る 。  

３  臨 時 用 の 給 水 装 置 に 係 る 加 入 金 は 、 納 付 を 要 し な い 。 た だ し 、 臨 時

用 か ら 引 き 続 き 使 用 す る 場 合 は 、 条 例 第 36条 第 １ 項 及 び 前 ２ 項 の 規 定

を 適 用 す る 。  

（ 料 金 等 の 納 期 限 ）  

第 24条  料 金 等 の 納 期 限 は 、 料 金 に あ っ て は 徴 収 方 法 に よ り 納 入 通 知 書

に 定 め る 日 、 そ の 他 の 納 入 金 は 別 に 定 め の な い 限 り 納 入 通 知 書 を 発 し

た 日 か ら 14日 以 内 と す る 。  

（ 料 金 の 減 額 ）  

第 25条  給 水 装 置 の 破 損 に よ る 漏 水 の 場 合 に お い て 、 そ の 漏 水 が 明 ら か



で あ る と 認 め る と き は 、 修 繕 を 行 っ た 使 用 者 等 に 対 し 、 修 繕 済 み で あ

る こ と を 確 認 の 後 、 料 金 を 減 額 す る こ と が あ る 。  

（ 料 金 等 の 領 収 及 び 取 扱 人 の 印 ）  

第 26条  集 金 の 方 法 で 徴 収 す る 料 金 そ の 他 の 納 入 金 に 係 る 領 収 書 は 、 現

金 取 扱 員 の 印 が あ る も の に 限 り 有 効 と す る 。  

第 ５ 章  貯 水 槽 水 道  

（ 簡 易 専 用 水 道 以 外 の 貯 水 槽 水 道 の 管 理 及 び 自 主 検 査 ）  

第 27条  条 例 第 46条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 簡 易 専 用 水 道 以 外 の 貯 水 槽 水 道

の 管 理 及 び そ の 管 理 の 状 況 に 関 す る 検 査 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る

も の と す る 。  

(1) 次 に 掲 げ る 管 理 基 準 に 従 い 、 管 理 す る こ と 。  

ア  水 槽 の 掃 除 を １ 年 以 内 ご と に １ 回 、 定 期 に 行 う こ と 。  

イ  水 槽 の 点 検 そ の 他 有 害 物 、 汚 水 等 に よ っ て 水 が 汚 染 さ れ る の を

防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

ウ  給 水 栓 に お け る 水 の 色 、 濁 り 、 臭 い 、 味 そ の 他 の 状 態 に よ り 供

給 す る 水 に 異 常 を 認 め た と き は 、 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 （ 平 成 15

年 厚 生 労 働 省 令 第 101号 ）の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 の う ち 必 要 な も

の に つ い て 検 査 を 行 う こ と 。  

エ  供 給 す る 水 が 人 の 健 康 を 害 す る お そ れ が あ る こ と を 知 っ た と き

は 、 直 ち に 給 水 を 停 止 し 、 か つ 、 そ の 水 を 使 用 す る こ と が 危 険 で

あ る 旨 を 関 係 者 に 周 知 さ せ る 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(2) 前 号 の 管 理 に 関 し 、 １ 年 以 内 ご と に １ 回 、 定 期 に 給 水 栓 に お け る

水 の 色 、 濁 り 、 臭 い 及 び 味 に 関 す る 検 査 並 び に 残 留 塩 素 の 有 無 に 関

す る 水 質 の 検 査 を 行 う こ と 。  

第 ６ 章  雑 則  

（ 措 置 命 令 ）  

第 28条  条 例 第 47条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 指 示 は 、 所 定 の 指 示 書 を

も っ て 行 う も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 29条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 前 に 、 忠 岡 町 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 則 及 び 忠

岡 町 水 道 事 業 の 管 理 者 の 権 限 を 行 う 町 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 を 廃 止

す る 規 則 （ 平 成 31年 忠 岡 町 規 則 第 ４ 号 ） 第 １ 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の

忠 岡 町 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 10年 忠 岡 町 規 則 第 ２ 号 ） そ の

他 の 水 道 事 業 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 町 規 程 等 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ



り な さ れ た 申 込 み 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 程 中 こ れ に 相 当 す る

規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 規 定 に よ り な さ れ た も の と す る 。  


